
第５５回津島市民総合体育大会 第５５回津島市民総合体育大会 第５５回津島市民総合体育大会 
問合　社会教育課スポーツ振興Ｇ　1５５ー９４２８ 

開催日　８月５日 　（雨天等実施不可能な種目の予備
日は１２日 ） 
　バドミントンは７月２９日  
集合時間　開催当日午前８時３０分までに各種目の開催会場
へ（卓球およびバドミントンは午前９時までに会場へ） 

競技種目・会場　別表のとおり 
参加資格　市内在住・在勤の方および体育協会会員の方（中
学生以下は保護者の同意が必要） 

参加費 
・個人の場合　中学生以下１００円、一般２００円 
・団体の場合　１チーム２,０００円（ゲートボールは１,０００円、
バドミントン・ソフトテニスの一般は４００円、ソフトテニス
の中学生以下は２００円） 

申込　６月１日 ～２１日 に所定の申込書に必要事項を記
入の上、参加費を添えて社会教育課へ。 

その他 
・雨天の場合は午前７時３０分に開催決定をします。 
・競技中における事故等については、応急処置は行いますが、
その後の責は負いません。 

・軟式野球（一般の部）、グラウンド・ゴルフ、バレーボール
は１０月に開催予定。また、サッカー、バスケットボール、テ
ニス、ボウリング、ソフトボールは１１月に開催予定（申込受
付は９月） 

主催　市・教育委員会・体育協会 
主管　市体育協会各競技団体 
 

種目別実施要項 

（夏季大会） 

種目 会場 参加費 部門および参加人員 競技上の規定および方法 

軟式野球 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 
 

市営球場 
監督以下２０人 
・学童の部 

１チーム 
　 ２,０００円 

水　泳 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 
 

津島総合 
プール 
(屋外プール)

小学生低学年の部（男女別） 
および 
小学生高学年の部（男女別） 
・自由形５０ｍ 
・平泳ぎ５０ｍ 
・背泳ぎ５０ｍ 
・バタフライ５０ｍ 
中学生の部（男女別） 
・自由形５０ｍ、１００ｍ 
・平泳ぎ５０ｍ、１００ｍ 
・背泳ぎ５０ｍ、１００ｍ 
・バタフライ５０ｍ、１００ｍ 
一般の部（男女別） 
・自由形５０ｍ、１００ｍ 
・平泳ぎ５０ｍ、１００ｍ 
・背泳ぎ５０ｍ、１００ｍ 
・バタフライ５０ｍ、１００ｍ 
・２００ｍリレー 
・４００ｍリレー 
 

中学生以下 
　　１００円 
一般 
　　２００円 

弓　道 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 
 
 

錬成館 
（弓道場） 

近的の部 
・中学生の部（男女別） 
・高校生の部（男女別） 
・一般の部（男女別） 

中学生 
　　１００円 
一般 
　　２００円 

①２０１８年公認規則、全日本野球連盟規定のルールで行う。 
②ボールは各チーム２個マルエスボールを使用する。 
③１回戦は５回７０分。規定の回数・制限時間が過ぎても勝敗
が決しないときは守備順の抽選で決定する。優勝戦のみ
無死満塁で行う。 
④コールドゲームについては、５回７点。 

①日本水泳連盟競技規則に準じて行う。 
②競技はすべてタイムレースとする。 
③１人２種目以内(リレーは除く）。 

①全日本弓道連盟競技規則に準じて行う。 
②１人１２射とする。 
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種目 会場 参加費 部門および参加人員 競技上の規定および方法 

相　撲 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 
 

錬成館 
（柔道場） 

幼児の部 
小学生の部 
・１～６年の各学年別 
中学生の部 
・１～３年の各学年別 
一般の部 

中学生以下 
　　１００円 
一般 
　　２００円 

①日本相撲連盟競技会規程および審判規定により行う。 
②試合方法は、参加者数による。 

卓　球 
開催日： 
８月５日
※午前９時開場 
 

文化会館 
大ホール 

個人戦 
・男女別 
団体戦 
・男女別 

中学生以下 
　　１００円 
一般 
　　２００円 

①日本卓球協会ルールに準じて行う。 
②トーナメント方式による。 
③団体戦は、４人１組（シングルス２・ダブルス１）。 
④各団体３チーム以内とする。 

ソフトテニス 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 
 

市営庭球場 
（全面） 

小学生の部 
中学生以下(男女別)の部 
一般(男女別)の部 
壮年の部(４５歳以上)

中学生以下 
1チーム２００円 
一般 
1チーム４００円 

①日本ソフトテニス連盟ハンドブックに準じて行う。 
②トーナメント方式による（壮年の部はリーグ戦方式とする)。 

ゲートボール 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 

東公園 
ゲートボール 
コート 

監督以下８人 
・混合の部 

一般 
１チーム 
　　　１,０００円 
個人参加 
一般　　２００円 

①日本ゲートボール連合競技規則に準じて行う。 
②リーグ戦方式による。 

バドミントン 
開催日： 
７月２９日  
※午前９時開場 
 

文化会館 
大ホール 男子ダブルス 

女子ダブルス 
・１部、２部、３部の各部 

 
１チーム 
　　４００円 

①日本バドミントン協会のルールに準じて行う。 
②トーナメント方式による。 

陸　上 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 

津島高校 
グラウンド 
（雨天決行） 

小学生（男女）の部 
・１００ｍ、１０００ｍ 
男子（中学生・一般）の部 
・１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ 
　１５００ｍ、３０００ｍ 
・４００ｍリレー 
・走幅跳 
・走高跳 
・砲丸投 
女子（中学生・一般）の部 
・１００ｍ、２００ｍ、１５００ｍ 
　３０００ｍ 
・４００ｍリレー 
・走幅跳 
・走高跳 
・砲丸投 

中学生以下 
　　１００円 
一般 
　　２００円 

①日本陸連競技規則による。 
②１人２種目以内(リレーは除く）。 
※以下の種目の記録は第１３回愛知県市町村対抗駅伝競走
大会の選手選考時に参考とさせていただきます。 
小学生（男女）の部 
・１０００ｍ 
男子（中学生・一般）の部 
・３０００ｍ 
女子（中学生・一般）の部 
・３０００ｍ 

剣　道 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 
 

錬成館 
（剣道場） 

小学生の部 
・１･２年の部 
・３～６年の各学年別 
中学生の部 
・男女別 
一般の部 
・男女別 

中学生以下 
       １００円 
一般 
       ２００円 

①全日本剣道試合および審判規則により行う。 
②トーナメント方式による。 

柔　道 
開催日： 
８月５日  
（予備日： 
８月１２日 ） 

 
 

錬成館 
（柔道場） 

小学生の部（男女混合） 
・１～６年の各学年別 
中学生の部（男女別） 
・各学年別 
一般の部 
・無段、有段、男女別 

中学生以下 
       １００円 
一般 
       ２００円 

①国際柔道試合審判規定に準じて行う。 
②トーナメント方式による。ただし、参加者数によってリーグ
戦方式とする。 

秋季大会種目および開催予定日（申込受付は 
９月１０日 ～２８日 。詳細は、市政のひろば 
９月号に掲載します） 

種　　目 

 軟式野球（一般の部） 

グラウンド・ゴルフ 

バレーボール 

サッカー 

バスケットボール 

テニス 

ボウリング 

ソフトボール 

 

 

 

１０月２７日 （予備日：１１月１０日 ） 

１０月２７日 （予備日：１１月３日（土・祝）） 

１０月２８日  

１１月４日 ・１８日 （予備日：１１月２５日 ） 

１１月４日  

１１月４日 （予備日：１１月１１日 ） 

１１月４日  

１１月２４日 （予備日：１１月２５日 ） 

開　　催　　日 
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こ
の
た
び
、市
民
の
皆
様
か
ら
ご
信
任
を

い
た
だ
き
、引
き
続
き
二
期
目
の
市
長
職
を

担
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
信
頼
と
期
待

に
お
応
え
す
る
た
め
、新
た
な
決
意
を
も
っ
て

津
島
市
の
発
展
に
全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
ん

で
ま
い
る
所
存
で
す
。 

私
は
、市
民
の
皆
様
が
元
気
を
実
感
で
き

る
ま
ち
を
築
い
て
い
く
た
め
に
、５
つ
の
「
つ

し
ま
成
長
戦
略
」
第
２
弾
を
着
実
に
実
行
し

て
ま
い
り
ま
す
。 

一
つ
目
は
、「
子
ど
も
・
子
育
て
応
援
都
市
、

つ
し
ま
」で
す
。
中
学
校
卒
業
ま
で
の
子
ど
も

医
療
費
の
無
料
化
、子
ど
も
が
学
び
育
つ
教

育
環
境
の
整
備
、子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
活
動
の
充
実
な
ど
、子
ど
も
が
生

ま
れ
る
前
か
ら
、産
み
育
て
る
ま
で
、丸
ご
と

応
援
し
ま
す
。 

二
つ
目
は
、「
防
災
・
減
災
モ
デ
ル
都
市
、つ

し
ま
」
で
す
。
防
災
教
育
、防
災
学
習
の
機
会

の
提
供
、災
害
時
に
地
域
で
助
け
合
う
た
め

の
仕
組
み
づ
く
り
、被
災
時
に
備
え
て
、県
境

を
越
え
た
自
治
体
と
の
関
係
づ
く
り
を
進
め

ま
す
。 

三
つ
目
は
、「
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
交

流
都
市
、つ
し
ま
」
で
す
。
祭
り
を
核
と
し
た

広
域
観
光
・
交
流
を
進
め
る
と
と
も
に
、津
島

の
魅
力
を
海
外
に
発
信
し
ま
す
。ま
た
、歴
史

的
風
致
維
持
向
上
計
画
を
策
定
し
、歴
史
・
文

化
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。 

四
つ
目
は
、「
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る
発

展
都
市
、つ
し
ま
」
で
す
。
企
業
誘
致
や
起
業

環
境
の
整
備
、津
島
駅
西
エ
リ
ア
の
新
生
や

駅
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま

す
。ま
た
、市
民
参
加
で
市
内
全
域
の
都
市
計

画
の
見
直
し
を
進
め
ま
す
。 

五
つ
目
は
、「
い
つ
ま
で
も
健
康
で
暮
ら
す

都
市
、つ
し
ま
」
で
す
。
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
し
て
い
く
た
め
、市
民
の
皆
様
の
命
を
守

る
砦
で
あ
り
ま
す
市
民
病
院
の
経
営
安
定
化

を
図
り
ま
す
。
ま
た
、す
べ
て
の
人
を
対
象
と

す
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、健
康

教
育
・
健
康
教
室
の
開
催
に
取
り
組
み
、す
べ

て
の
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。 

こ
の「
つ
し
ま
成
長
戦
略
」
に「
透
明
」「
共

に
」「
地
域
」の
３
つ
の
視
点
を
加
え
、新
た
な

展
開
を
推
し
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通
し
て
、津
島

で
生
ま
れ
育
つ
子
ど
も
た
ち
が
、こ
の
ま
ち
津

島
で
夢
が
か
な
え
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。 

市
民
の
皆
様
の
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

　
　 

津
島
市
長
　
日
　
比
　
一
　
昭 

  

   

過
去
２
年
間
の
実
施
状
況
を
公
表
し
ま
す
。 

情
報
公
開
制
度 

皆
さ
ん
と
市
と
の
信
頼
関
係
を
深
め
る
た

め
、行
政
情
報
を
広
く
公
開
す
る
制
度
で
す
。 

※
請
求
に
よ
り
、市
の
保
有
す
る
行
政
文
書

の
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

個
人
情
報
保
護
制
度 

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り

扱
い
、市
民
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め

の
制
度
で
す
。 

※
個
人
情
報
の
本
人
は
、そ
の
取
り
扱
い
の

状
況
を
確
認
す
る
た
め
、自
己
情
報
の
開

示
、訂
正
お
よ
び
利
用
停
止
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

                         

問
合
　
総
務
課
庶
務
Ｇ
　
1
５５
ー

９
６
０
６ 

市
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度
 

の
実
施
状
況
 

実施機関 ２９年度 
市長 ２５ 

０ 
７ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
２ 
２ 

議長 
教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 
監査委員 
農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
消防長 
公営企業（上下水道部） 

実施状況 ２９年度 
請求件数 

処
理
状
況 

３６ 
２６ 
４ 
５ 
１ 
０ 

全部開示 
一部開示 
不開示 
不存在 
取下げ 

２８年度 
１９ 
２ 
３ 
２ 
１ 
４ 
１ 
１ 
１ 
１ 

２８年度 
３５ 
１６ 
１１ 
０ 
８ 
０ 

不服申立 なし 

実施機関別の請求件数 

実施機関 ２９年度 
市長 １１ 

０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
１ 
０ 
３ 
０ 
 

議長 
教育委員会 
選挙管理委員会 
公平委員会 
監査委員 
農業委員会 
固定資産評価審査委員会 
消防長 
公営企業（上下水道部） 

実施状況 ２９年度 
請求件数 

処
理
状
況 

１５ 
９ 
４ 
２ 
０ 
０ 

全部開示 
一部開示 
不開示 
不存在 
取下げ 

２８年度 
３２ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
０ 
１ 
０ 
 

２８年度 
３３ 
２４ 
６ 
０ 
２ 
１ 
 訂正の請求 

利用停止の 
請求 
 不服申立 

なし 

実施機関別の請求件数 

実施状況別の請求件数 

実施状況別の請求件数 

津島市長 
日比一昭 
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市長就任のごあいさつ 



 

平成３０年第１回 
市議会臨時会 

正
・
副
議
長
就
任
の
ご
あ
い
さ
つ
 

副議長 
小山高史氏 

議長 
垣見信夫氏 

  
           

第
１
回
市
議
会
臨
時
会
が
５
月
１０
、１１
日

の
２
日
間
開
か
れ
、議
長
に
垣
見
信
夫
氏
、副

議
長
に
小
山
高
史
氏
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
ほ
か
、常
任
・
議
会
運
営
・
市
民
病
院

調
査
特
別
委
員
会
委
員
の
選
出
が
行
わ
れ
、

新
し
い
役
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
、専
決

処
分
が
承
認
さ
れ
た
ほ
か
、副
市
長
の
選
任

が
不
同
意
、監
査
委
員
の
選
任
が
同
意
さ
れ

ま
し
た
。 

総
務
委
員
会 

市
議
会
新
役
員（
敬
称
略
） 

◎
委
員
長
　
○
副
委
員
長 

総
務
委
員
会 

◎
安
井
貴
仁
　
○
太
田
幸
江
　
垣
見
信
夫 

　
日
比
野
郁
郎
　
加
藤
則
之
　
上
野
聡
久 

　
服
部
哲
也 

厚
生
病
院
委
員
会 

◎
沖
　
　
廣
○
宇
藤
久
子
　
　
大
鹿
一
八 

　
本
田
雅
英
　
長
尾
日
出
男
　
加
藤
哲
司 

　
垣
見
啓
之 
 

文
教
建
設
委
員
会 

◎
森
口
達
也
○
伊
藤
恵
子
　
後
藤
敏
夫 

　
西
山
良
夫
　
山
田
真
功
　
小
山
高
史 

議
会
運
営
委
員
会 

◎
本
田
雅
英
○
加
藤
則
之
　
日
比
野
郁
郎 

　
伊
藤
恵
子
　
大
鹿
一
八
　
長
尾
日
出
男 

　
安
井
貴
仁 

市
民
病
院
調
査
特
別
委
員
会 

◎
伊
藤
恵
子
　
○
垣
見
啓
之
　
本
田
雅
英 

　
長
尾
日
出
男
　
宇
藤
久
子
　
上
野
聡
久 

　
加
藤
哲
司
　
　
安
井
貴
仁
　
沖
　
　
廣 

  

▽
専
決
第
１
号 

　
専
決
処
分
の
承
認
に
つ
い
て（
津
島
市
市

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
） 

　
地
方
税
法
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、津
島

市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た
た
め
報
告

し
、承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
承
認 

▽
議
案
第
３８
号 

津
島
市
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て 

　
星
野
広
美
氏
を
選
任
し
、同
意
を
求
め
る

も
の
で
す
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
不
同
意 

▽
議
案
第
３９
号 

津
島
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

　
安
井
貴
仁
委
員
の
辞
職
に
よ
り
、後
任
者

と
し
て
後
藤
敏
夫
氏
を
選
任
し
、同
意
を
求

め
る
も
の
で
す
。 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
同
意 

   

                

市
民
の
皆
様
に
は
、平
素
よ
り
、市
議
会
に

対
し
ま
し
て
、格
別
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

私
た
ち
は
、去
る
５
月
１０
日
の
市
議
会
臨

時
会
に
お
き
ま
し
て
、議
員
各
位
の
ご
推
挙

に
よ
り
、議
長
、副
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。
誠
に
身
に
余
る
光
栄
で
あ
り
、そ
の
使
命

と
責
任
の
重
大
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

さ
て
、日
本
全
体
で
人
口
減
少
と
超
高
齢

社
会
が
進
む
中
、国
に
お
い
て
は
、「
生
産
性

革
命
」・「
人
づ
く
り
革
命
」
実
現
に
向
け
、引

き
続
き
、少
子
高
齢
対
策
な
ど
の
政
策
が
一

層
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
中
、持
続
可
能
な
行
政
運
営
や
、

地
域
の
活
性
化
は
、地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
、

ま
さ
に
直
面
す
る
重
要
課
題
で
あ
り
ま
す
。 

特
に
、地
域
の
基
幹
病
院
の
一
翼
を
担
う

津
島
市
民
病
院
を
核
と
し
た
地
域
医
療
体
制

の
充
実
が
重
要
で
あ
り
、市
民
病
院
の
経
営

の
健
全
化
は
、当
市
に
お
き
ま
し
て
、最
重
要

課
題
で
あ
り
ま
す
。 

議
会
と
し
て
も
、こ
の
こ
と
を
十
分
に
認

識
し
た
上
で
、市
民
病
院
の
経
営
に
最
優
先

に
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。 

山
積
す
る
課
題
は
、一
朝
一
夕
に
解
決
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市
当
局
と
と

も
に
地
方
自
治
を
担
う
車
の
両
輪
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
、常
に
市
民
の
目
線
に
立
っ
て

市
当
局
の
施
策
を
厳
正
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と

と
も
に
、真
摯
な
議
論
を
十
分
に
重
ね
な
が

ら
、地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
と
市
民
福
祉

向
上
の
た
め
に
、全
力
を
傾
注
し
て
い
く
所

存
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、こ
れ
ま
で
議
会
改
革
を
推
進
し
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、こ
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と

な
く
、議
会
の
あ
る
べ
き
姿
と
課
題
、本
市
議

会
の
現
状
を
し
っ
か
り
と
自
己
点
検
評
価
し

た
う
え
で
、協
議
、検
討
し
、一
層
の
推
進
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。 

市
民
の
皆
様
に
は
、今
後
と
も
市
議
会
の

活
動
や
市
政
に
つ
い
て
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
て
、就
任
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。 

 

平
成
３０
年
５
月 議

　
長
　
垣
　
見
　
信
　
夫 

副
議
長
　
小
　
山
　
高
　
史 

第１回市議会臨時会、正・副議長就任のごあいさつ 
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採用する職種区分、受験資格および人数

職種区分 採用予定 
人　　数 

受　　　　験　　　　資　　　　格 

学　歴　・　免　許　等 年　　　齢 

一般事務職 ５名程度 
大学・短大を卒業した方、または平成３１年３月卒業見
込みの方 

若干名 

若干名 

若干名 

昭和５８年４月２日 
以降に生まれた方 

昭和６３年４月２日 
以降に生まれた方 
 

昭和６３年４月２日 
以降に生まれた方 
 

昭和５１年４月２日から 
昭和６１年４月１日まで 
に生まれた方 
 

昭和５８年４月２日 
以降に生まれた方 

平成５年４月２日 
以降に生まれた方 
 

大学・短大を卒業した方、または平成３１年３月卒業見
込みの方で、保育士資格および幼稚園教諭免許所有
の方、または平成３１年３月取得見込みの方（２つの資
格を所有している方または取得見込みの方） 

保育士・教諭 

消　防　職 ３名程度 
大学・短大を卒業した方、または平成３１年３月卒業見
込みの方 

一般事務職 
(社会福祉士)※１ 

若干名 

若干名 

大学・短大を卒業した方、または平成３１年３月卒業見
込みの方で、社会福祉士資格所有の方、または平成３１
年３月取得見込みの方 

昭和６３年４月２日 
以降に生まれた方 
 

保　健　師 
保健師の免許所有の方、または平成３１年３月取得見込
みの方 

技　術　職 
（民間企業等 
職務経験者） 
※２,３,４ 

大学・短大を卒業した方で、民間企業等における正規職
員としての職務経験が１０年以上（平成３０年５月末までに）
ある方のうち、次のいずれかに該当する方 
土木：大学・短大で土木課程を専攻した方で、土木
　　　建築関連の民間企業等において土木、都市計画等の
　　　設計に５年以上携わった職務経験がある方 
建築：一級建築士免許所有の方 

一般事務職 
（身体障がい者） 

次のいずれにも該当する方 
◆大学・短大を卒業した方、または平成３１年３月卒業
見込みの方 

◆身体障害者手帳の交付を受けている方。ただし、自
力で通勤ができ、かつ介護者なしで職務のできる方 

◆活字印刷文による出題および口述による面接試験
に対応できる方 

※１　一般事務職（社会福祉士）で採用された場合は、主に社会福祉事務に従事しますが、他の行政事務も行います。 
※２　民間企業等における正規職員とは、民間企業の正社員、団体等（国・地方公共団体等を除く）の正職員のことをいいます。 
※３　職務経験とは、育児休業等を除いた実勤務期間です。 
※４　最終合格者のみ職務経験を証明する職歴証明書の提出が必要（証明できない場合は採用不可）です。 
注　○消防職以外の職種については、日本国籍を持たない方も受験できます。ただし、採用後、公権力の行使または公の意思形成への 
　　　参画に携わる職には任用されません。 
　　○地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する方は受験できません。 

平
成
３１
年
度
採
用
予
定
の
市

職
員
候
補
者
試
験（
大
卒
・
短
大

卒
者
）を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。 

 
採
用
予
定
職
種
・
採
用
予
定
人
数
・

受
験
資
格
　
下
表
の
と
お
り 

試
験
日
　
７
月
２２
日

 

提
出
書
類 

・
職
員
採
用
候
補
者
試
験
申
込

書（
所
定
の
用
紙
で
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
） 

・
写
真
２
枚
　
縦
４
㎝
×
横
３
㎝

（
１
枚
は
申
込
書
に
貼
付
）６

カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半

身
、脱
帽
、正
面
向
き
の
も
の 

・
最
高
学
歴
の
卒
業
証
明
書
ま

た
は
卒
業
見
込
証
明
書 

・
最
高
学
歴
の
成
績
証
明
書 

・
受
験
資
格
要
件
と
な
っ
て
い

る
職
種
免
許
証
等
の
写
し 

・
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写
し

（
一
般
事
務
職
身
体
障
が
い

者
の
職
種
区
分
の
み
） 

受
付
期
間
　
６
月
１
日

〜
１５

日

 

　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時

１５
分 

　（
土
・
日
曜
日
を
除
く
） 

受
付
・
問
合
　
人
事
秘
書
課 

　
　
　
　
　 

1
２４
ー

１
１
２
４ 

 

市職員採用候補者募集 
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採
用
予
定
職
種
　
助
産
師
・
看
護
師 

採
用
予
定
人
数
　
２０
名
程
度 

採
用
予
定
日 

　
免
許
所
有
の
人
　
試
験
日
の
翌
々
月 

　
免
許
取
得
見
込
み
の
人
　
平
成
３１
年
４
月

１
日 

応
募
資
格
　
昭
和
４４
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
、助
産
師
も
し
く
は
看
護
師

免
許
取
得
の
人
、ま
た
は
平
成
３１
年
３
月

取
得
見
込
み
の
人 

試
験
日
と
受
付
期
限 

６
月
２３
日

(

６
月
１５
日

受
付
分
ま
で) 

提
出
書
類
　 

・
履
歴
書（
当
院
指
定
用
紙
で
、市
民
病
院
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
） 

・
助
産
師
ま
た
は
看
護
師
免
許
証
の
写
し 

　（
免
許
取
得
の
人
） 

・
卒
業
見
込
証
明
書
・
成
績
証
明
書 

　（
免
許
取
得
見
込
み
の
人
） 

申
込
方
法
　
試
験
日
の
受
付
期
限
ま
で
に
提

出
書
類
を
持
参（
平
日
の
午
前
８
時
３０
分

〜
午
後
５
時
）ま
た
は
郵
送（
消
印
有
効
） 

申
込
・
問
合
先
　
〒
４
９
６
ー

８
５
３
７ 

　
津
島
市
橘
町
３
ー

７３ 

　
津
島
市
民
病
院
管
理
課 

　
1
２８
ー

５
１
５
１
　
内
線
２
２
０
１ 

   
 

基
本
方
針
策
定（
平
成
２５
年
３
月
）か
ら
、

現
在
ま
で
の
社
会
情
勢
の
変
化
と
市
民
協
働

の
進
展
等
を
踏
ま
え
、ま
ち
づ
く
り
の
担
い
手

と
な
る
方
を
委
員
と
し
た
「
津
島
市
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
基
本
方
針
策
定
委
員
会
」
に
お

い
て
、３
月
に
改
訂
し
ま
し
た
。 

 

基
本
方
針
の
５
つ
の
重
点
課
題 

ま
ち
づ
く
り
は
、対
話
を
始
め
る
こ
と
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
や
組
織
の
理
解
が
生

ま
れ
、想
い
を
分
か
ち
合
い
・
学
び
合
い
・
助
け

合
い
へ
と
発
展
し
ま
す
。
新
た
な
仲
間
・
知
恵
・

資
源
が
集
ま
っ
て
協
力
関
係
が
熟
成
し
、ま
ち

づ
く
り
の
力
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。  

こ
う
し
た
考
え
か
ら
、次
の
５
つ
の
重
点
課

題
に
取
り
組
み
ま
す
。 

①
情
報
の
収
集
・
発
信
と
共
有
、団
体
同
士
の

交
流 

②
人
材（
人
財
）の
発
掘
と
育
成 

③
活
動
・
交
流
す
る
場
の
確
保
・
充
実 

④
資
金
力
の
向
上 

⑤
協
働
意
識
の
促
進 

詳
し
く
は
、市
役
所
、生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

ヨ
シ
ヅ
ヤ
本
店
の
市
民
活
動
情
報
コ
ー
ナ
ー
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
つ
し
ま
夢
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー 

　
　
　
1
５８
ー

４
１
３
３ 

 

市民病院 

助産師・看護師 
募集 

基
本
方
針
の
５
つ
の
重
点
課
題 

防ごう「障がい者虐待」 

平成２４年１０月１日から障害者虐待防止法が施行
されています。 
この法律では、家庭や施設、勤務先などで、障がい
者虐待を発見した人は、市に通報することが義務付
けられています。 
対象となる障がい者 
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その
他心身の機能に障がいがある方等（障害者手帳をも
っていない方も含みます） 
障がい者虐待の種類 
身体的虐待　障がい者の体に傷や痛みを負わせる
暴行を加えること。正当な理由なく、身体を拘束
すること。 
性的虐待　障がい者にわいせつなことをすること。
わいせつな行為をさせること。 
心理的虐待　障がい者を侮辱したり拒絶したりする
ような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。 
放棄・放任　食事、入浴、洗濯、排せつの世話をしな
いなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。 
経済的虐待　本人の同意なしに財産、年金、賃金を
使うこと。障がい者に理由なく金銭を与えないこと。 

問合　津島市障がい者虐待防止センター（福祉課福
祉Ｇ内）　 1２４‐１１１５　 ２４‐１１３８ 

知っていますか　障害者差別解消法 

平成２８年４月１日から障害者差別解消法が施行さ
れています。対象となる障がい者は「障害者虐待防
止法」と同じです。 
この法律では、行政機関と民間事業者に対して「障
がいを理由とする差別」の禁止として、「不当な差別
的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の禁止を求め
ています。 
「不当な差別的取扱い」とは 
障がいを理由に商品やサービスの提供を拒否し

たりすること。 
（例）障がいを理由にアパートやマンションを貸さな
い。 
「合理的配慮の不提供」とは 
障がい者が生活する上での障壁を取り除く配慮を

求めても、対応しないこと。 
（例）聴覚障がいのある人が、窓口で筆談を申し入れ
たが、対応しない。 
 
障がいを理由とする差別については、下記へご相
談ください。 
問合　福祉課福祉Ｇ 
　　　1２４‐１１１５　 ２４‐１１３８ 

１５ 「市政のひろば」つしま2018.6

お知らせ 



市・県民税の納税通知書の発送日 

平成３０年度市・県民税の主な変更点 
 
 

市・県民税の減免を受ける方は、納付前に 
手続きを 

平成３０年度市・県民税の納税通知書の発送日は６月
１２日 となります。 
※会社等から支払われる給与から天引きで納める方
の場合は、５月１１日 に会社等の給与担当者あてに「税
額通知書」を発送しました。 

◆給与所得控除の見直し 
平成２６年度税制改正により、給与所得控除の見直し

が行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げ
られます。 

 
 
健康の保持増進および疾病の予防への取り組みと

して一定の取り組みを行っている方が、平成２９年１月１
日から平成３３年１２月３１日までの間に自己または自己
と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定
一般用医薬品等購入費（※）を支払った場合には、一
定の金額の所得控除（医療費控除）を受けることができ、
平成３０年度から３４年度の市・県民税に適用されます。 
ただし、スイッチＯＴＣ薬控除は医療費控除の特例で
あり、従来の医療費控除との選択適用となります。した
がって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療
費控除を併せて受けることはできません。 
また、選択した控除を、更正の請求や修正申告にお
いて、変更することはできません。 
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方
される医薬品（医療用医薬品）から、ドラッグストア
で購入できるＯＴＣ医薬品に転用された医薬品（ス
イッチＯＴＣ医薬品）の購入費をいいます。 
 

 
 
次の減免理由に該当する方は、納付前に申請手続き

をしてください（申請期日を過ぎた場合や、既に納付し
た税額については減免できません）。 
対象 
１　６月３０日現在において平成３０年の所得が平成２９年
の所得に比べ２分の１以下に減少する方で、平成２９年
の所得が２００万円以下の方 

２　生活保護を受給されている方 
３　６ヵ月以上長期療養を要する方で、平成２９年の所得
が１３０万円以下の方 

４　１月２日以後に死亡した方のうち、平成２９年の所得
が２００万円以下の方 

５　雇用保険法の基本手当の受給資格がある方で、扶
養する親族などがあり、平成２９年の所得が２００万円
以下の方 

６　震災、風水害、火災その他これらに類する災害によ
り被害を受けた方 

７　障がい者、未成年者、寡婦、被爆者などで、平成２９年
の所得が、１３５万円以下の方 

８　障がい者などで市民税の納税義務を負わない夫と
生計を一にする妻のうち、平成２９年の所得が１３５万
円以下の方 

９　勤労学生で、所得割を課されない方 
申請期日 
１に該当する方…７月３０日  
２～６に該当する方…減免理由の発生の日から３０日を
経過した日、または最初に到来する納期限のいずれ
か遅い日 

７～９に該当する方…７月２日  
申請場所　税務課市民税Ｇ 
※該当項目により、必要な添付書類や減免額が異なり
ますので、詳しくはご相談ください。 

 
◆給与所得控除の見直し 

◆スイッチＯＴＣ薬控除 
（セルフメディケーション税制）の創設 

給与所得控除上限額の変更 

区　分 
現行（平成２６年度 
～平成２８年度 
課税分） 

平成２９年度 
課税分 

平成３０年度 
以後の課税分 

上限額が適用 
される給与 
収入額 

給与所得控除 
の上限額 

１,５００万円 １,２００万円 １,０００万円 

２４５万円 ２３０万円 ２２０万円 

問合　税務課市民税Ｇ　1５５-９２６３ 

「市政のひろば」つしま2018.6１６ 


	６月つしま最終web 10
	６月つしま最終web 11
	６月つしま最終web 12
	６月つしま最終web 13
	６月つしま最終web 14
	６月つしま最終web 15
	６月つしま最終web 16

